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（１）幕張新都心構想 

幕張新都心は、千葉県が 1973 年から千葉市幕張地先に埋立造成した土地に国際交流機能、国

際的業務機能、中枢的業務機能、学術・商業・文化機能、スポーツ・レクリエーション機能、

住宅機能等の諸機能の一体的な集積を目指している都市です。 

東京都心と成田空港のほぼ中間に位置し、各々へ約 30 分という優れた立地条件を有してお

り、1991 年には、千葉業務核都市の業務施設集積地区にも位置付けられています。 

幕張新都心は、次の基本コンセプトのもとに、「職」、「住」、「学」、「遊」の複合機能が集積し

た、未来型の国際業務都市の形成を目指しています。 

 

１ 幕張メッセを核とした国際的な業務機能の集積 

２ 先端・成長産業の中枢的業務機能及び研究開発機能の集積 

３ 先端技術産業に対応する高度な人材を育成する学術・教育機能の集積 

４ 新しい時代の社会的ニーズやライフスタイルに対応した快適で魅力的な居住環境の実現 

 

（２）若葉住宅地区の概要 

平成 20 年 4 月に当時の千葉県企業庁において「幕張新都心文教地区未利用地マスタープラン

（土地利用基本計画）」が策定されました。マスタープランは、文教機能をベースに計画戸数

4,000 戸の居住機能等を新たに導入し、住み、学び、憩うための多様な機能の集積を図り、国内

外の交流が活発に行われる「街」の土地利用となりました。 

その後、千葉県企業庁により土地利用計画の見直しが行われ、平成 26 年７月には「幕張新都

心若葉住宅地区・文教地区未利用地マスタープラン」に改訂されました。 

平成 27 年３月には幕張新都心住宅地区街づくりグループが事業者として決定し、居住人口約

10,000 人、住宅戸数約 4,500 戸の新たな街づくりが進められています。 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「幕張新都心オフィシャルガイド 2021」（千葉市）より

１ 幕張新都心若葉住宅地区の概要 

 幕張新都心 

若葉住宅地区 
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（３）若葉住宅地区の住宅供給計画及び通学区域 

若葉住宅地区は平成 31 年 4 月に、最初の街区

（B-7「クロスタワー＆レジデンス」）の入居開始、

商業施設やエリアマネジメント拠点「幕張ベイパ

ーククロスポート」が開業し、街開きを迎えまし

た。令和３年２月には２街区目（B-2「スカイグラ

ンドタワー」）の入居も開始しました。加えて、令

和６年３月入居予定となる B-3 街区の建設工事が

進むなど、賑わい溢れるミクストユースの街を目

指して街づくりが進められています。 

   なお、令和３年度時点では、若葉住宅地区全体 

（若葉３丁目）が打瀬小学校及び打瀬中学校に通 

学区域が指定されています。 

現状の指定校である打瀬小学校において若葉住宅地区全ての児童の受入れを行った場合、児童数 

で最大 1,500 人程度、学級数で最大 44 学級程度となることが見込まれています。そのため、打瀬 

小学校の既存施設の範囲内では、全ての受入れを行うことが困難であるため、新たに小学校を設置 

する必要があります。 

一方で中学校の生徒については、打瀬中学校の既存施設で受入れが可能となる見込みです。 

中長期的な視点に基づいて児童生徒数の動向を予測していくには、住宅供給や入居の状況、景 

気動向等、不透明な部分が多くあることから、今後も継続して住宅供給の推移を注視していく必

要があります。 

  ■ 打瀬小学校及び打瀬中学校で児童生徒を受け入れた場合の推計 

    打瀬小学校：22教室 

     

打瀬中学校：33教室      

２ 小学校新設の必要性 

 

 
 

 

 

 

 

※B-5 街区はシニアレジデンスとなることが報

道発表（令和 3 年 9 月） 

（学級数は本市独自の学級編成で試算。特別支援学級は含まない。） 



 

3 

  現時点での住宅供給計画に基づいて、下記の方針に沿って新設小学校の整備を進めることとします。 

（１）小学校の新設 

打瀬小学校の過大規模校化解消に向けて、小学 

校を分離新設します。 

（２）通学区域 

新設小学校単独で若葉住宅地区全体の児童を受け入れる  

場合、新設小学校が過大規模校になると見込まれることか 

ら、新設小学校と打瀬小学校で分散して児童の受入れを行 

います。 

現時点での住宅供給計画に基づく児童数増加の状況及び 

通学区域の連続性確保の観点から、次のとおり通学区域を 

定めます。 

 

 

 

なお、新設小学校の開校までの間に、住宅供給計画や実  

際の住宅への入居状況を見定めつつ、必要に応じて精査を 

  行います。 

（３）中学校 

打瀬中学校の既存施設で生徒の受入れが可能と見込まれるため、中学校は新設しないこととし 

ます。 

（４）計画地 

「幕張新都心若葉住宅地区・文教地区未利用地マスタープラン」（千葉県企業庁策定）における土

地利用計画において、若葉住宅地区北側に「小学校・公益施設用地」が位置付けられていることから、

同用地のうち住宅街区に近い南側に新設小学校を整備します。（1.8ha 程度の利用を想定） 

（５）開校年度 

 文部科学省が掲げる学校規模適正化に向けた考え方を踏まえ、打瀬小学校での受入れが困難とな 

る令和８年度に開校できるよう整備を進めます。 

（６）将来の児童数の推移を見据えた中長期的な観点 

   今後の住宅供給計画の動向や実際の入居状況等により、児童数の増減が大きくなることが予想さ  

  れます。開校から当面の間は、急激な学級数の増加が見込まれるため、諸室の転用や校舎の増設等、

必要に応じて方策を検討していきます。 

一方、長期的には新設小学校と打瀬小学校の児童数が減少し、とりわけ新設小学校において急速に

小規模校化が進み、単学級（各学年１クラス）となることが見込まれるため、より良い教育環境の整

備と教育の質の充実に向けた学校規模の適正化が必要となります。長期的に両校の児童数の減少が

見込まれることから、本市が定める「千葉市学校適正規模・適正配置実施方針」の考え方に基づき、

新設小学校が小規模校となり、かつ両校が統合しても教室不足が生じない等、教育活動に支障がなく

なった際に分離元である打瀬小学校へ統合することを想定した学校整備を行います。 

 

 

３ 小学校新設の基本方針 

Ｂ－１・２・７街区   ⇒打瀬小学校 
Ｂ－３・４・５・６街区 ⇒新設小学校 

※ 中 学 校 は 全 て
打 瀬 中 学 校 へ の
指定とする 

※B-5 街区は 
シニアレジデン
スとなる見通し 

■児童数・学級数推計（令和３年度算出時点） 
※ 令和４年以降は推計値（令和７以降は全学年１クラス３５人編成で試算） 特別支援学級は除く 
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今後の学校づくりの検討の中心となる基本的なコンセプトを設定するとともに、これからの整備に 

向けた視点を整理します。 

 

（１）学校教育に係る施策等の概要 

本市の定める下記の教育施策の趣旨を踏まえ、学校づくりを進めることとします。 

■千葉市教育の基本理念 

    「人間尊重の教育」 

➢ 子どもたち一人一人が尊重され、調和のとれた発達を図れるよう、子どもたちのよさや可能

性を大切にする教育を進めていく。 

 

■千葉市基本計画（原案）※令和５年４月計画スタート予定 

「自ら未来を切り拓いていくことができる子どもを育成する」 

➢ 施策 

「未来につながる学びの充実」「学びを支える教育環境の充実」「学校生活支援の充実」 

 

■千葉市学校教育推進計画 ※現行は第２次計画 

「目指すべき子どもの姿」 

➢ 夢と思いやりの心を持ち、チャレンジする子ども 

➢ 「教育目標」自ら考え、自ら学び、自ら行動できる力をはぐくむ 

 

■千葉市学校施設長寿命化基本計画 

「学校施設の目指すべき姿」 

➢ 「安全性の確保」「学習環境の向上」「生活環境の向上」「地域とともにある学校施設づくり」 

 

■第３次千葉市学校適正規模・適正配置実施方針 

 適正規模の基準 

➢ 小学校：各学年２学級以上、全体で 12 学級以上 24 学級以下 

 通学距離 

➢ 概ね、小学校 4km 以内 

 通学区域の設定 

➢ 中長期的に一定の学校規模を確保するとともに、全市的なバランスを考慮する 

➢ 適正配置に伴う通学区域の設定に当たっては、次の観点にも配慮する 

小学校と中学校の通学区域の整合性・地域コミュニティとの整合・幹線道路、河川、鉄道等 

の通学環境・地域及び学校の歴史的、沿革的な要因

４ 小学校新設の基本構想 



 

 

（２）小学校新設整備において必要と考えられる視点 

 これからの小学校に求められていく新たな方向性を見定めつつ、打瀬地区の教育環境とのバランスに配慮した学校づくりを行います。 

 

 

 

 

学
校
設
置
者
と
し
て
の
視
点

新しい時代の学び
・生活の場としての学校

⚫ 個別最適な学びと協働
的な学びに対し、柔軟で
創造的な学習空間

⚫ 新しい生活様式を

踏まえ、健やかな学習・
生活空間

⚫ 地域や社会と連携・
協働し、ともに創造
する共創空間

⚫ 子供たちの生命を

守り抜く、安全・安心

な教育環境
⚫ 脱炭素社会の実現に

貢献する持続可能
な教育環境

文部科学省

※ 「新しい時代の学びを実現する

学校施設の在り方について
中間報告」（令和３年８月）

ア：令和初の新設校として開校すること

を踏まえた新しい時代

の学校施設を具現化する
⇒ 学びのスタイルの変容への対応に柔軟に

対応でき、児童が安心して過ごせる居場所
となる空間づくりを考慮

イ：打瀬小からの一時的な

分離新設校となることを想定

ウ：児童数の変動に柔軟に

対応する環境整備を行う

エ：地球温暖化対策に向けた

本市の取組みを考慮

（「千葉市気候危機行動宣言」等）

新設小

新設小整備に向けた視点

キーコンセプト
▶学びがつながる
▶安心安全につながる
▶地域コミュニティとつながる

ソ
フ
ト
面

ハ
ー
ド
面

セミオープン形式の採用(アA,B)
・オープンの趣旨を十分に
生かすオープンスペース

脱炭素化に向けた取組み(エ)
・太陽光発電設備・LED照明
・木材の室内利用検討

視認性の高いデザイン (ア)
・児童・教員の行動が把握しやすい空間

ゆとりある教室面積の確保 (アB)
・学習机大型化（新JIS規格）
・学びのスタイルの変容に対応
する備品の設置・感染症対策

→普通教室面積７２㎡基準

効率的な整備 (ウ)
・学級数の変動に応じた適時対応

ゾーニングの工夫 (アC)
・地域開放しやすいゾーニング
（門の位置や動線の工夫・屋外トイレ設置）

ま
ち
づ
く
り

の
視
点

新しい学びのスタイルに対応しやすい学校

A:タブレットやAIを活用した個別最適化学習を想定

B:身体的距離を確保しつつオープンスペース等を活用したグループ学習を想定

C:校内外との協働による創造的な探究学習を想定（教育機関・企業等）

● 具体的な教育活動のイメージ(ア)

基
本
計
画
案
へ
の
落
と
し
込
み

具備すべき整備内容の例【基本計画段階での検討】

分離元となる打瀬小への統合までを見据えた整備 (イ)

効率的かつ

効果的な

実現に向けて

設計段階

で詳細に検討

景観：詳細な部分はデザインガイドラインに基づき設計段階で反映

街づくりグループ・県企業局への新設小整備検討状況の共有（基本方針・整備状況等）

落とし込み
教育内容面・学校建築面・まちづくり面・教育経済面

● 有識者の視点

活動実現

学校教育目標・

教育課程等

での具体化

継続検討

学
校
設
置
者
と
し
て
の
視
点

新しい時代の学び
・生活の場としての学校

⚫ 個別最適な学びと協働
的な学びに対し、柔軟で
創造的な学習空間

⚫ 新しい生活様式を

踏まえ、健やかな学習・
生活空間

⚫ 地域や社会と連携・
協働し、ともに創造
する共創空間

⚫ 子供たちの生命を

守り抜く、安全・安心

な教育環境
⚫ 脱炭素社会の実現に

貢献する持続可能
な教育環境

文部科学省

※ 「新しい時代の学びを実現する

学校施設の在り方について
中間報告」（令和３年８月）

ア：令和初の新設校として開校すること

を踏まえた新しい時代

の学校施設を具現化する
⇒ 学びのスタイルの変容への対応に柔軟に

対応でき、児童が安心して過ごせる居場所
となる空間づくりを考慮

イ：打瀬小からの一時的な

分離新設校となることを想定

ウ：児童数の変動に柔軟に

対応する環境整備を行う

エ：地球温暖化対策に向けた

本市の取組みを考慮

（「千葉市気候危機行動宣言」等）

新設小

新設小整備に向けた視点

キーコンセプト
▶学びがつながる
▶安心安全につながる
▶地域コミュニティとつながる

ソ
フ
ト
面
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(※) 

[詳細] P14「参考１ 有識者への意見聴取概要」 (※) 
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（３）学校づくりのコンセプト 

学校づくりのコンセプトを図に示すとおり設定します。『つながる』をキーワードとした３つの基本コ

ンセプトを検討の中心に据え、具体的な取組みを想定した新しい学校づくりを進めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

▼校内での学習が「つながる」 ▼校外との交流で「つながる」

　①様々な学習形態の展開 　①近隣高校や大学等との異校種間交流

（対面一斉式・習熟度別・個別最適化・テーマ別・ICT活用） 　❷企業からのゲストティーチャー招聘

　②異学年交流の促進 　❸遠隔授業の実施

　③多目的活用が可能な施設整備 　④同校種間交流

　❹学習成果のシェア 　（打瀬小・海浜打瀬小・美浜打瀬小）

　⑤専門性の高い授業の実施 　⑤隣接の千葉市新病院との連携

　（教科担任制・学年内担当交換）

学校づくりのコンセプト 

※  数字 は複数のキーワードに関連する取組項目イメージ 

▼「児童の安全・安心」につながる

　①登校・下校管理システムの導入

　②不審者を未然に防ぐ配置・構造

　③死角を減らす構造・設備の導入

　④エレベーター・多機能トイレの設置

　⑤ユニバーサルデザインを取り入れた設備（遊具）

　⑥ＬＧＢＴへの配慮

　❼防災・防犯の情報共有

　❽地域との合同避難訓練の実施

▼「地域の安全・安心」につながる

　①避難所としての防災機能の整備

　❷防災・防犯の情報共有

　❸学校との合同避難訓練の実施

「学びがつながる」

学校

「安全・安心に

つながる」学校

「地域コミュニティ

とつながる」学校

新しい時代の
学び・生活の場
としての学校

個別最適な学び
と協働的な学び

地域や社会と
連携・協働

新しい
生活様式

安全・安心
な教育環境



 

7 

（１）計画地の概要 

  
（２）建築条件（都市計画・景観形成等）・関係法令等の整理 

   新設小学校整備にあたっては、幕張新都心若葉住宅地区都市デザインガイドラインに基づき、若葉

住宅地区や周辺施設との景観デザインの調和を図るとともに、関連する法令を遵守し、関係機関と適

切に協議を進めていきます。 

  ■ 小学校設置にあたり主に想定される関係法令 

５ 計画地の概要 

 建築基準法 

 千葉県建築基準法施行条例 

 都市計画法 開発許可制度 

 千葉市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例 

 幕張新都心若葉住宅地区 地区計画 

 消防法 

 千葉市火災予防条例 

 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律 

 千葉市中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例 

 千葉県福祉のまちづくり条例 

 自然環境保全条例（千葉県） 

 緑化の推進及び樹木等の保全に関する条例（千葉市） 

 景観法 

 千葉市都市景観条例 

 千葉市屋外広告物条例 

 千葉市雨水流出抑制指導基準 

 文化財保護法（埋蔵文化財） 

 千葉市建築物環境配慮制度（CASBEE） 

 土壌汚染対策法 
※ 記載内容は、基本計画策定にあたって大要を確認したものであり、 

実際の設計時に再協議・再確認を行うものとします。 
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（１）配置計画 

    計画地の配置計画は下記の事項を踏まえ、校舎の採光及び形状、若葉住宅地区からの通学動線等

を総合的に考慮し、複数の配置パターンを検討した結果、下図のとおり定めることとします。 

①緑化面積の確保 本市の定める「緑化の推進及び樹木等の保全に関する条例」「千葉市工

場等緑化推進要綱」の規定に沿い、20%の緑化面積を確保し、必要に

応じて建物屋上での緑化も検討する 

（実質の学校建設用敷地面積は 1.5ha 程度） 

②グラウンド面積 

の確保 

150ｍトラック、直線走路 50ｍ、公式の少年サッカーコートを配置で

きるスペースを確保 

③一定の空地を確保 急激な児童数増加による校舎増設の必要性等が生じた場合に備え、一

定の空地を確保 

６ 施設整備方針 

※ 敷地の形状や寸法等については現地測量の結果により修正する
場合があります。 

【配置計画イメージ】 

 

[詳細] P16「参考２ 配置計画の比較検証」 
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（２）普通教室     

① 学習机の新 JIS 規格採用を見据え、従来の普通教室面積よりゆとりある７２㎡（９ｍ×８ｍ）

程度を基準とします。（従来の教室は６４㎡程度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   【普通教室７２㎡のイメージ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 教育活動の展開や生活環境のさらなる充実のため、セミオープン形式とします。 

（教室とオープンスペースとの間に可動式間仕切りを設置） 

 

旧 JIS 規格：奥行 400mm×幅 600mm⇒新 JIS 規格：奥行 450～500mm×幅 600～750mm 

400 

600 幅（W）600~750 

奥行 

（D） 

450 

500 

旧ＪＩＳ 
新ＪＩＳ 

[詳細] P17 

「参考３ 新設小学校におけるセミオープン 

形式の教室導入検討の整理」 
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（３）計画諸室 

① 本市における学校適正規模の考え方を踏まえ、新設時の普通教室は 22 学級とします。一時的に

児童数が増加した場合には、27 学級までを許容できる計画とします。 

② 上記普通教室数については、各学年最大 5 教室となる時期を考慮し、学年ごとのまとまりが最

大限確保できるよう計画を検討します。 

③ 諸室の構成及び面積の目安は、次の表に掲げるとおりです。 

【A：普通教室・特別教室・管理諸室・共用部分】 

 

 

 

 

種類 室名 室数
コマ
数

合計
コマ数

基準
面積

面積

普通教室 22 1 22 72 1,584

多目的室 2 1 2 72 144

オープンスペー
ス

- - 24 24 576

理科室 1 1.5 1.5 64 96

理科準備室 1 0.5 0.5 64 32

音楽室 1 1.5 1.5 64 96

音楽準備室 1 0.5 0.5 64 32

メディアセンター
(図書室・PC室)

1 3 3 64 192

図書準備室 1 0.5 0.5 64 32

図工室 1 1.5 1.5 64 96

図工準備室 1 0.5 0.5 64 32

家庭科室 1 1.5 1.5 64 96

家庭科準備室 1 0.5 0.5 64 32

教育相談室 1 0.5 0.5 64 32

職員室 1 2.5 2.5 64 160

校長室 1 0.5 0.5 64 32

事務室 1 0.5 0.5 64 32

教職員更衣室 1 0.5 0.5 64 32

保健室 1 1 1 64 64

印刷室 1 0.5 0.5 64 32

教材室 4 0.25 1 64 64

学校用倉庫 4 0.25 1 64 64

放送室 1 0.5 0.5 64 32

児童用更衣室 2 0.5 1 64 64

給食室 給食室 1 384

71 4,032

普通
教室

特別
教室

管理
諸室

小　　　　計
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【B：特別支援学級】 

 
【C：体育施設】 

 
【D：屋外施設等】 

 
 

  

種類 室名 室数
コマ
数

合計
コマ数

基準
面積

面積

児童・昇降口 6 0.5 3 64 192

職員エントランス　 1 0.5 0.5 64 32

エレベーター・配膳室 - - - - 100

児童用トイレ 10 0.5 5 64 320

教職員用トイレ　 1 0.5 0.5 64 32

だれでもトイレ - - - 64 10

小　　計 686

廊下・階段・機
械室ほか

1,887

9.5 2,573

共用
部分

小　　　　計

種類 室名 室数
コマ
数

合計
コマ数

基準
面積

面積

知的学級 2 1 2 64 128

作業室 1 1 1 64 64

情緒学級 1 1 1 64 64

特別支援学級用トイレ - 0.5 - 64 -

- - - - 86

374小　　　　計

特別
支援
学級

共用
部分

廊下・玄関・
機械室等

種類 室名 室数
コマ
数

合計
コマ数

基準
面積

面積

体育館 1 780 780

体育館関係諸室 1 150 150

体育更衣室 2 0.5 1 64 64

廊下 0.2 0 199

プール槽および
プールサイド

1

プール関係諸室 1 2.5 2.5 64 160

廊下 0 32

0 1,385

体
育
館

プ
ー

ル

小　　　　計

種類 室名 室数
コマ
数

合計
コマ数

基準
面積

面積

屋外体育倉庫 1 50 50

屋外倉庫 1 50 50

100

屋外
施設

小　　　　計

8,465 …ＡＢＣＤの合計面積総合計面積
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  鉄筋コンクリート造（RC 造）・鉄骨造（S 造）・木造（W 造）の比較検討を行い、鉄骨造を中心と

した躯体構造とします。 

 

 

 

 

 

 
 

整備手法は、開校までのスケジュールが確保できる手法の中で、最も効率的な財政支出となり、地域

活性化の点においても優位であった、直接施工（従来）方式を採用することとします。 

■ 事業スケジュールの比較 

 
■ 各手法の比較 

■ 直接施工方式の事業スケジュール想定 

７ 校舎の構造 

８ 整備手法及び想定スケジュール 

≪校舎の躯体構造の一般的な比較≫ 

⚫ 安全面・教育活動面では各構造はほぼ同等 

⚫ 他の構造と比較して、建設費のコスト縮減・工期短縮が見込める 

⚫ 将来的に解体工事が必要となる場合にコスト縮減が見込みやすい 

➢ 教育活動の質を確保しつつ経済的な躯体構造とするため、設計段階で詳細に検討。 

※1 工期や建設費は発注時期、規模、用途によって変動がある 
※2 構造種別により外装仕様等も変わるため、全く同性能の場合での比較ではない 
※3 解体工事費は本体建物の上屋及び基礎のみであり、杭引抜き費用は含まない 
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新設小学校の円滑な開校に向けて本計画を進めていくにあたり、今後継続的に取り組んでいく項目を

整理しました。関係部局と適切な連携を図りながら、よりよい教育環境の充実と新しいまちづくりに根差

した学校づくりを進めていきます。 

（１）具備すべき整備内容の詳細検討 

➢ 基本設計時に、設計者と校舎プランの深度化を図ります。 

➢ 開校までの期間における本市の教育施策の動向を踏まえながら、新設小学校における教育内

容の具体的な検討を行っていきます。 

（２）小学校に期待される機能の精査 

➢ 児童の放課後の居場所、避難所、地域開放の場等、学校教育外の目的で必要とされる具体的

な機能の設定について、関係課等と必要に応じて協議を行っていきます。 

（３）市立新病院との連携 

➢ 計画地内では、新病院の建設も予定されていることから、施設整備の段階に加え、双方の運

営においても協力ができるよう、市病院局と協議を進めていきます。 

（４）計画地利用に向けた県企業局との調整 

➢ 小学校建設に向けた計画地の利用について、県企業局と協議を行っていきます。 

 

９ 基本計画策定後に継続的に取り組むべき事項 
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  これからの新しい学校づくりの方向性を把握するために、４つの視点から各有識者へヒアリングを

実施しました。 

 

 

 

 

 

資料編 

参考１ 有識者への意見聴取概要 

＊ 課題解決型学習（Project-Based Learning） 

子ども自主性を尊重し、自律学習者としての成長に向けて、興味あるテーマから総合的に学習を 

組み立てる学習方法 
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16 

 

 

 

 

 

 

 

メリットと考えられる項目 

 このなかで、校舎の採光及び形状、若葉住宅地区からの通学動線等を総合的に考慮し、Ｃ案を採用す

ることとします。

A案:校舎病院側配置 B案:校舎南西道路側配置 C案:校舎高校側配置 D案:校舎花見川側配置

敷地利用計画 校舎を敷地北側に配置 校舎を敷地南側に配置 校舎を敷地西側に配置 校舎を敷地東側に配置

の概要 ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞへの採光条件に配慮 既存３校と同様の配置ﾊﾟﾀｰﾝ 既存３校と同様の配置ﾊﾟﾀｰﾝ

配置イメージ

普通教室の
日照条件

南西向きがメイン 同左 南東向きがメイン 同左

校舎の形状 長手方向が約170mのため廊

下が長くなる傾向になる

同左 既存３校と同じような建物

プロポーション

同左

校舎と校庭の
関係

グラウンドと校舎の間に

バッファーがない（騒音）

同左 グラウンドと校舎の間に

バッファーがある（騒音）

同左

校庭の採光 南採光のため採光は良好 校舎が南にあるため、 南採光のため採光は良好 校舎が南にあるため、

校庭に影ができる 校庭に影ができる

総合評価 △ × ◎ ○

理由 敷地面積を1.8haのなかでグラウンドを確保すると、A・B案では校舎が細長い形状になる。B・D案はグラウンドの日

照が確保しづらい。D案は児童の通学動線が長くなりやすい。以上から、C案の配置パターンが最適と判断する。

参考２ 配置計画の比較検証 
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２ 文部科学省の動向「小学校施設整備指針（H31.3 月）」 

(1) 教育内容・教育方法等の変化などに対応して、多様な学習内容・学習形態を確保し、学校教育の進展

等に対応できる柔軟な計画が重要 

(2) 教室の間仕切り壁を容易に移動可能なものとするなど、児童数の変動や多様な学習内容・学習形態に

弾力的に対応できる計画が重要 

 

３ 本市における効果検証 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

オープン形式の教室の趣旨 

◼ 多様な学習活動の展開 

➢ 個別最適化に対応しやすい学習空間 

◼ 学年ユニットでの活動 

➢ 学年のまとまり・複数教員の見守り 

◼ 教員間での円滑な連携 

➢ 教員同士の学び合い・児童の安心感 

１ 検討が求められる背景 

(1) 打瀬地区（同一中学区内）においてオープン形式の教室が導入された実績 

(2) オープン形式の教室の効果と課題について教育内容面と管理運営面から検証を行う必要 

参考３ 新設小学校におけるセミオープン形式の教室導入検討の整理 

●打瀬小学校５・６年生、打瀬中学校 1年生へのアンケート結果 
【回答数：打瀬小５・６年生１５８件、打瀬中１年生２５２件】 

70%以上の児童が活用 

【理由】（複数回答可） 

約 60％がオープン形式を肯定 約４０％がクローズ型を肯定 



 

 

  



 

 

 


